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選挙管理委員会告示 

 

兵庫県選挙管理委員会告示第10号 

 兵庫県選挙管理委員会規程の一部を改正する規程を次のように定める。 

平成20年４月１日 

兵庫県選挙管理委員会     

委員長 村 上 寿 浩  

兵庫県選挙管理委員会規程の一部を改正する規程 

 兵庫県選挙管理委員会規程（昭和36年選挙管理委員会告示第27号）の一部を次のように改正する。 

第20条第２項中、「県民局の市町振興課」を「県民局の企画調整課」に、「副参事及び市町振興課長の職にあ

る者」を「副参事及び企画調整課長の職にある者」に改める。 

   附 則 

 この規程は、公布の日から施行する。 
 

 

兵庫県選挙管理委員会告示第11号 

 兵庫県選挙管理委員会表彰規程の一部を改正する規程を次のように定める。 

平成20年４月１日 

兵庫県選挙管理委員会     

委員長 村 上 寿 浩  

兵庫県選挙管理委員会表彰規程の一部を改正する規程 

 兵庫県選挙管理委員会表彰規程（昭和28年選挙管理委員会告示第８号）の一部を次のように改正する。 

第７条中「神戸市」を「市町の」に改める。 

   附 則 

 この規程は、公布の日から施行する。 
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